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資料 1 

令和 5年度 保育給食材料納入業務に係る一般競争入札 入札説明書 

 

 令和 5年 5月 9日付松山市公告第 81号に基づく一般競争入札については、地方自治法施行令（昭和 22年政

令第 16号）、その他の関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

1  件名 

  令和 5年度 保育給食材料納入業務 

 

2   業務概要 

  入札説明書、仕様書及び規格表による 

 

3   公告日 

  令和 5年 5月 9日（火曜日） 

 

4   契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

〒790-8571 松山市二番町四丁目 7番地 2 

松山市 こども家庭部 保育・幼稚園課 （松山市役所別館 2階） 

総務担当 大西・門田・仙波 

電話  089－948－6859（直通） 

ＦＡＸ 089－934－1021 

電子メール hoiku-shoku@city.matsuyama.ehime.jp 

ホームページアドレス  

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/denshinyusatsu/gyoumuitaku/info/r5itaku/hoiku-nyuus

atsu-gyo.html 

5   入札に付する事項 

(1) 件名 

令和 5年度 保育給食材料納入業務 

(2) 契約単位 

ア ブロック名（2ブロック） 

Ａﾌﾞﾛｯｸ（松山・久米・つばき）、Ｃﾌﾞﾛｯｸ（東雲・八雲・山越・高浜） 

イ 食品群 

「魚介類」 

具体的な品名の例については、別表 1「一般給食材料細分表」(P.8)のとおり 

ただし、アレルギー対応、行事食等日常的に使用しない給食材料は対象外。 

(3) 納入場所 

松山市立保育所（直営園）の該当ブロックの各施設(別表 2(P.8)のとおり) 

(4) 履行期間 

令和 5年 7月 1日から令和 6年 3月 31日まで 

(5) 入札方法 

一般競争入札 

(6) 入札金額 

申請のあったブロックの入札書(別表３(P.9)）に、全ての品名について品名ごとの入札金額を記入す

ること。なお、納入に要する費用は業者の負担とする。 

 

mailto:hoiku-shoku@city.matsuyama.ehime.jp
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/denshinyusatsu/gyoumuitaku/info/r5itaku/hoiku-nyuusatsu-gyo.html
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/denshinyusatsu/gyoumuitaku/info/r5itaku/hoiku-nyuusatsu-gyo.html
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6   スケジュール 

(1) 公告          

令和 5年 5月 9日（火曜日） 

(2) 入札説明書等の配布期間 

令和 5年 5月 9日（火曜日）午前 9時から令和 5年 5月 15日（月曜日）午後 5時まで 

(3) 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限 

令和 5年 5月 15日（月曜日）（必着） 

※令和 5年 5月 17日(水)までに保育・幼稚園課の職員が、一般競争入札参加資格確認申請書等の提 

出があった業者の訪問を行う。なお、この訪問は、一般競争入札参加資格確認申請書の照合等を目 

的として行う。 

(4) 質問受付 

令和 5年 5月 9日（火曜日）から令和 5年 5月 15日（月曜日）午後 5時まで 

(5) 質問最終回答 

令和 5年 5月 16日（火曜日） 

(6) 一般競争入札参加資格確認結果通知 

令和 5年 5月 19日（金曜日） 

(7) 入札書・入札辞退届の提出期限 

令和 5年 5月 31日（水曜日）午後 5時（必着）まで 

(8) 開札 

令和 5年 6月 1日（木曜日）午前 9時 00分～ 

(9) 契約締結 

令和 5年 6月下旬（予定） 

 

7   入札参加資格 

(1) 入札に参加できる者は、次に掲げる要件のすべてに該当していること。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 

イ 法令上、許可等を必要とする業務については、当該許可等を受けていること。 

ウ 公告日から開札の日までの間に、松山市の入札参加資格停止または入札参加制限の措置を受けて

いる日が含まれない者であること。 

エ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づき破産の申立てがなされている者、会社更生法（平成

14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11

年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生

手続開始の決定、民事再生開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている

者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。 

オ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2

号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（同条第 6 号に規定する暴力団員をいう。）若しくは暴

力団準構成員（暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的

不法行為等（同条第 1 号に規定する暴力的不法行為等をいう。）を行うおそれがあるもの又は暴

力団若しくは暴力団員に対し、賃金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、

若しくは関与する者をいう。）、又はこれらの者又はこれらの者でなくなった日から 5年を経過し

ない者を役員等、代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用している者でな

いこと。 

カ 入札書に示したすべての給食材料を納入できること。  

キ 仕様書・規格表に示した仕様・規格に従った納入ができること。  

ク 店舗、販売店、工場等固定した配送拠点が松山市内にあること。 

ケ 原則として松山市内で引き続き 1年以上経営していること。 
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※次の各号の一に該当する場合は、経営した期間に、これを通算するものとする。 

(ア) 相続があった場合 

(イ) 個人営業者が、会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現

にその任にある場合 

(ウ) 合併により解散した会社の役職職員が、合併により新設された会社又は合併後存続する会社

の役職職員に就任し、現にその任にある場合 

(エ) 会社の営業部門が独立し、新会社を設立した場合 

(オ) 会社がその組織を変更した場合 

コ 確実な取引先を有し、広範囲に販売していること。 

サ 食品に関する法令を遵守し、納税義務を履行していること。 

シ 衛生施設を完備し、清潔であること。 

ス 従業員の健康管理が十分行われていること。 

セ 供給能力が需要量を十分に満たしていること。 

ソ 開園日（月～土）の指定した日時に、指定の給食材料を納入できること。 

ただし、各施設と協議が整えば、それ以外の日時も可能とする。 

タ 緊急時に即応し得る機動力を有し、中止又は返品も可能であること。 

 

8   開札までの手続きに関する事項 

(1) 入札説明書等の配布期間及び配布方法等 

ア 配布期間 

令和 5年 5月 9日（火曜日）午前 9時から令和 5年 5月 15日（月曜日）午後 5時まで 

イ 配布方法 

(ア)  松山市ホームページでダウンロードにより配布する。 

※ホームページアドレスは、「4．契約条項を示す場所及び問い合わせ先」参照 

(イ)  保育・幼稚園課（4．契約条項を示す場所及び問い合わせ先（以下同じ。））において土・日・ 

祝日を除く午前 9時から午後 5 時まで配布する。 

ウ 配布費用 

無料 

エ 配布書類 

【資料】 

・資料 1  入札説明書（本書） 

・資料 2  仕様書 

・資料 3  規格表 

 

【様式】 

＜入札参加資格関係＞ 

・様式第 1号 一般競争入札参加資格確認申請書 

・様式第 2号 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書 

・様式第 3号 会社概要 

・様式第 4号 申請書類チェックリスト 

 

＜質問関係＞ 

・様式第 5号 仕様書等に関する質問書 
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(2) 入札参加資格の審査 

ア 提出書類 

入札参加希望者は、次の書類を提出し入札参加資格の審査を受けなければならない。ただし、 

令和 5年度松山市競争入札参加者資格を有している者は、番号 2～6の書類は不要とする。 

※令和4年9月7日（水）付松山市公告第133号に基づく一般競争入札及び令和5年1月6日（金）

付松山市公告第 1 号に基づく一般競争入札で下記の番号 2～8 の書類を松山市保健福祉部保

育・幼稚園課へ提出した場合は、下記の番号 2～8の書類省略可とするとするが、番号７ 会社

概要の 1（P.1）および 3（P.2）は提出すること。 

 

番号 提出書類名 提出上の注意事項 

1 

一般競争入札参加資格確認申請書 

（様式第 1号） 

(ア) 申請者の所在地（住所）、商号又は名称、代表者職

氏名を記載し、実印（法務局が証明する代表者の

印鑑）を押印のうえ提出すること。ただし、令和

5 年度松山市競争入札参加資格を有している者

は、松山市に届け出ている使用印鑑を押印するこ

と。 

(イ) 令和 5 年度松山市競争入札参加資格を有している

者で委任先を設定している場合は、委任先の所在

地（住所）、商号又は名称、支店名、受任者職氏名

を記載し、使用印鑑を押印すること。 

2 
印鑑登録証明書 

（原本） 

一般競争入札参加資格確認申請書を提出するために押

印した実印の証明書（発行後 3カ月を超えないもの） 

3 
履歴事項全部証明書 

（原本） 

法務局で発行する法人の履歴事項全部証明書 

（発行後 3カ月を超えないもの） 

4 

完納証明書（原本） 

又は 

納税証明書（原本） 

次の証明書を添付すること。 

（発行後 3カ月を超えないもの） 

(ア) 松山市で課税がある場合（松山市に本店・支店・

営業所・出張所等がある場合等） 

松山市（納税課）が発行する完納証明書 

(イ) 上記以外の場合 

本店所在地の市町村等が発行する完納証明書又は

法人市町村民税の納税証明書 

ただし、本店所在地が東京 23区内の場合は、都税

事務所が発行する法人住民税納税証明書 

※松山市が発行する完納証明書についての詳細は、納

税課ホームページを参考にすること。 

※新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予を受け

た方は、事前に保育・幼稚園課に相談すること。 

5 

法人税、消費税及び地方消費税の

納税証明書（その 3 の 3）（原本）

（未納の税額がないことの証明） 

申告している税務署が発行する納税証明書 

（発行後 3カ月を超えないもの） 

※免税事業者・新規事業者にかかわらず発行されるの 

で必ず添付すること。 

※新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予を受け

た方は、事前に保育・幼稚園課に相談すること。 

6 
暴力団排除に関する誓約書及び照

会承諾書 
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（様式第 2号） 

7 
会社概要 

（様式第 3号） 

 

8 
食品営業許可証の写し 営業上必要とする場合は提出 

9 

申請書類チェックリスト 

（様式第 4号） 

提出書類をチェックのうえ、提出書類の先頭に添付し、

書類は番号順に並べて不足等がないように提出するこ

と。 

 

イ 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出 

(ア) 提出期限：令和 5年 5月 15日(月曜日)（必着） 

(イ) 提出方法：郵送等で提出すること。なお、一般書留・簡易書留等、受取に受領印又はサイン           

の必要な方法にすること。又、封筒には件名及び商号又は名称を記入し、「一般 

競争入札参加資格確認申請書在中」と朱書きすること。 

(ウ) 提 出 先：保育・幼稚園課 

 

ウ 一般競争入札参加資格確認結果通知 

入札参加資格を審査し、結果は令和 5年 5月 19日（金曜日）までに電話連絡を行ったうえで「一

般競争入札参加資格確認結果通知書」を申請者に郵送する。なお、入札参加資格が「無」の場合

は、その理由を付する。 

 

(3) 質問受付・回答 

ア 質問書の提出 

本件の内容等について質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 

(ア) 提出様式：「仕様書等に関する質問書」（様式第 5号） 

(イ) 受付期間：令和 5年 5月 9日（火曜日）午前 9時から 

令和 5年 5月 15日（月曜日）午後 5時まで 

(ウ) 提出方法：FAXまたは電子メールによる。このとき、電子メールのタイトルは「保育給食 

材料納入業務質問書（事業所名）」とし、FAXまたは電子メール発信後、保育・ 

幼稚園課まで送信した旨の電話をすること。 

(エ) 提 出 先：保育・幼稚園課 

(オ) 回  答：質問に対する回答は、随時 FAXまたは電子メールで行うとともに、松山市ホー 

ムページで公開する。 

最終の回答は令和 5 年 5 月 16 日（火曜日）とする。ホームページアドレスは、

「4．契約条項を示す場所及び問い合わせ先」参照。 

 

イ 質問に当たっての留意事項 

(ア)  本件に必要と判断される質問のみ受け付ける。 

(イ)  質問内容は、簡潔に取りまとめて記載すること。 

(ウ)  指定した提出方法以外による質問及び締め切り日以降の質問には応じない。 

(エ)  質問の内容について、保育・幼稚園課から電子メール又は電話で問い合わせることがある。 

 

(4) 入札保証金等 

入札保証金等は、次のとおりとする。 
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ア 入札保証金 免除 

イ 契約保証金 免除 

ウ 保証人   不要 

 

(5) 入札書の提出 

ア 配布方法 

一般競争入札参加資格確認結果通知書郵送時（令和 5年 5月 19日（金曜日））に、入札参加資格

「有」と通知した事業所に対して、申請のあったブロックの入札書（別表３(P.9)を参照）を同

封する。 

イ 提出部数 

入札書（封印済のもの）をブロックごとに各 1部 

ウ 提出期限 

令和 5年 5月 31日（水曜日）まで（必着） 

エ 提出方法 

提出期限までに郵送等で提出すること。なお、一般書留・簡易書留等、受取に受領印又はサイン

の必要な方法にすること。又、封筒には件名及び商号又は名称を記入し、「入札書在中」と朱書

きすること。 

オ 提出先 

保育・幼稚園課 

カ 記載方法 

同封しているブロックごとの入札書に、全ての品名について品名ごとの入札金額（単価）等の必

要事項を記載し、記名・押印（（様式第３号）会社概要「2 使用印鑑」にて押印した印鑑による

こと。）すること。 

「入札書」に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含まないものとし、1円単位とする。 

※契約書には入札時の単価を内訳として添付するため、あらかじめ、例年の市場単価の変動  

を考慮した価格設定とすること。 

キ 入札書の封入方法 

入札書ごとに入札書送付時に同封する封筒に入れ、入札書と同じ印鑑を用いて封印すること。 

なお、同封の封筒が使用できなくなった場合は、表に「入札書在中」と表示し、件名と事業所名

を記載すること。（別表 4(P.10)を参照） 

 

(6) 入札辞退届の提出 

ア 配布方法 

一般競争入札参加資格確認結果通知書郵送時（令和 5年 5月 19日（金曜日））に、入札参加資格

「有」と通知した事業所に対して、入札辞退届を同封する。 

イ 提出期限 

令和 5年 5月 31日（水曜日）（必着）まで 

ウ 提出方法 

提出期限までに、郵送等で提出すること。なお、一般書留・簡易書留等、受取に受領印又はサイ

ンの必要な方法にすること。又、封筒には件名及び商号又は名称を記入し、「入札辞退届在中」

と朱書きすること。 

エ 提出先 

保育・幼稚園課 

※なお、提出期限までに「入札辞退届」が届いていない場合は、棄権したものと見なす。 

 

(7) 開札に関する事項 

開札は、令和 5年 6月 1日（木曜日）に本件事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 
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(8) 入札の無効 

次のいずれかに該当する場合は、無効とする。 

ア 同一の入札について、2以上の入札書を提出した者の入札 

イ 記名押印のない入札  

ウ 氏名又は入札金額を訂正した入札 

エ 入札金額、氏名及び件名が解読し難い入札 

オ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指定した事項に違反した入札 

 

(9) 入札の中止等 

天災その他やむを得ない理由がある場合、又は不正の行為が認められる等明らかに競争の実効がない

と認められる場合は、入札の執行を延期又は中止若しくは取り消すことがある。 

この場合、入札参加者が損失を受けても松山市は賠償の責を負わない。 

 

(10) その他 

ア 入札書等に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国貨幣に限る。 

イ 入札執行については、「地方自治法（昭和 22年法律第 67号）」、「地方自治法施行令」、「地方公

共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令（平成 7 年政令第 372 号）」及

び「松山市財務会計規則」並びに「松山市契約規則」の定めるところによる。 

ウ 「仕様書」（資料 2）等の配布書類は、本件以外での使用は認めない。 

エ 疑義、確認等がなかった「仕様書」（資料 2）等及び本件に関する事項についての解釈は、松山

市の解釈によるものとする。 

オ 本件の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合などは、当該入札者に

対し説明を求めることができる。 

 

9   落札者の決定等に関する事項 

(1) 開札の結果、品名ごとの発注予定数量に単価を乗じて得た金額の合計（入札総額）が予定価格の範囲

内で、最低金額の入札書を提出した者を、落札者として決定する。 

(2) 落札者となるべき者が 2者以上ある場合は、後日、くじ引きにより落札者を決定する。この場合、く

じ引きに参加できない者がいる場合は、本件事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引くも

のとする。 

(3) 初度の入札において落札者が決定しない場合は、後日、再入札を行う。 

ただし、「8(8)入札の無効」に掲げる入札をした者は、再度入札に参加することはできない。 

(4) 入札回数は、2回限りとし、落札者が決定しない場合は、最低金額を提示した者と交渉する。 

 

10  失格事項 

  参加者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

(1) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(2) 入札説明書に違反した場合 

(3) 公正を欠いた行為があった場合 

(4) 正当な理由なく本市からの問い合わせに応じなかった場合 

(5) 公告の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合 

 

11  結果の通知・公表 

落札者が決定したときは、落札者のみに電話連絡により通知する。 

入札参加者と、入札総額は、後日保育・幼稚園課で公表する。 
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12  契約締結 

(1) 落札者が決定したときは、本市が定めた日に、本市の作成する書式で契約するものとする。 

(2) 本市が定めた日に落札者が契約しない場合は、落札の決定を取消すとともに、一定期間は、保育給食

材料納入に関する一般競争入札に参加させない。 

(3) 契約書は 2通作成し、本市及び落札者が各 1通を保有する。 

 

13  その他 

(1) 本件は、入札参加事業者が 1者の場合も入札執行するものとする。 

(2) 本件は、入札説明書等に関する質問期日を設けているため、入札参加資格を得た者は、入札書提出後

において入札説明書等の内容について、不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。 

(3) 提出後の書類の差し替え、修正、追加等は認めない。ただし、本市から要請のあったものについては

この限りではない。 

(4) 提出された書類等は返却しない。 

(5) この入札説明書に定めるもののほか、本件に関しては本市の指示に従うこと。 

(6) 本件に要する費用は、入札参加者の負担とする。 

(7) 本市は、天災その他やむを得ない事情により、契約内容や金額の変更、又は契約そのものの締結を中

止することができる。このとき、入札参加者が損失を受けても、本市は賠償の責を負わない。 

 

別表１ 

 

一般給食材料細分表 

 

※ 具体的な給食材料の品名は一例を示すものである。 

 

 

別表２ 

納入の対象となる施設 

 

それぞれの契約に応じたブロックの施設へ納入すること。 

ﾌﾞﾛｯｸ
名 

施設名 電話 住所 
給食予定人数 

（児童数・職員数） 

Ａ
ブ
ロ
ッ
ク 

松山保育園 ９３１－１４６８ 中村 3丁目 5－29 １２１（ ９５・２６） 

久米保育園 ９７５－０２０１ 鷹子町 4－4 １６０（１２０・４０） 

つばき保育園 ９５６－７６７０ 古川北 2丁目 18－30 １９１（１５０・４１） 

Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク 

東雲保育園 ９３１－１４３９ 東雲町 7－1 １２４（ ９５・２９） 

八雲保育園 ９４１－９７７１ 此花町 1－8 １５９（１２５・３４） 

山越保育園 ９２５－９５４７ 山越 1丁目 19－40 １２１（ ９５・２６） 

高浜保育園 ９５１－０９６５ 高浜町 6丁目 1674 ２７（ ２０・ ７） 

※月曜日から土曜日開園 

休園日は、日曜日、祝日、年末年始１２月２９日から１月３日 

※給食予定人数は、目安であり、増減することがある。 

食品群 具体的な給食材料の品名の例 

魚介類 あかうお、さば、サーモン、さわら ※解凍魚可 、ぶり（生魚）  
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別表３ 

入札書（様式例） 
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別表４ 

入札書の封入方法 

 

（裏面例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※同封の封筒が使用できなくなった場合は、一般の封筒に以下のように記すこと。 

（表面例） 

 

 

 

 

 

                                 諸事情 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

件 名：令和 5 年度 保育給食材料納入業務 （     ）（ 魚介類 ） 

事業所名：○○○○○○○○ 

 

 

 

 

継目や糊代に入札書と同じ印を用いて封印すること 

（内封筒は開札日まで開封しない） 

 

食品群名 

入 札 書 在 中 

ブロック名 


